
＜その他 特徴のある事例＞

○菜の花による景観形成

１．集落協定の概要

市町村･協定名 長野県大町市西海の口
おおまちしにしうみ くち

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
10.1ha 水稲、そば

交 付 金 額 個人配分 49.8％
137万円 共同取組活動

（50.2％） 水路農道の維持管理経費 18.2％
農用地維持管理活動経費 32.0％

協定参加者 農業者 42人

２．取組に至る経緯

・西海ノ口集落は、集落内の農地の中央をＪＲや河川が横断していることから農地が分

断され、道路状況も悪く、さらに山麓沿いに位置するため鳥獣被害も多いことから、効

率の低い農業経営を強いられてきた。

・また、農家の高齢化が進んでいるため、集落内の担い手も少なく、耕作放棄が懸念さ

れましたが、集落で協定を締結することにより、個々の農家が連帯して農用地を守って

いくこととした。

３．取組の内容

・地域の連帯感を高めるため、共同作業による用水路や農道の整備、景観作物とした菜

の花の作付けなどを実施することにより、郷土への愛着心をもって歴史ある農用地を保

全している。

・平成 20 年度からは、旅人も憩える花桃の里作りを進めるとともに、新作物として里
芋や猿害に遭わないわらび栽培の取り組みを行った。

・平成 21年度は栽培面積の拡大も図り、将来は菜の花や花桃を観賞しながらわらび
採りのできる観光農園を目指している。

塩の道祭り ＜菜の花の中を歩く＞ 花桃の里作り



［集落の将来像]
集落協定者が共に連帯感を高めながら、地域の創意と工夫によって、農用地の管理保全活動を行う
ことにより、耕作放棄地の発生を防ぐとともに魅力ある地域づくりを実現する。

［将来像を実現するための活動目標］

・農用地の定期的な点検と管理保全活動の実施

・景観作物の作付けと花桃の里づくり

［活 動 内 容］

農業生産活動 多面的機能増進活動

農地の耕作・管理 周辺林地の下草刈り

（田：101.9ha） （年2回）

個別対応 個別対応

水路・作業道の管理 景観作物作付け

・水路 年2回(春、秋） （景観作物として菜の花を作付けた。）

清掃、草刈り 共同取組活動

・道路補修、Ｕ字溝漏水補修

その他の活動

農地法面の定期的な点検 （菜の花や花桃を鑑賞しながら

（年2回及び随時） 摘み取りのできる作物として、

共同取組活動 ワラビを対象に試験栽培を行う。）

共同取組活動

４．取組による変化と今後の課題等

・協定締結による農家の連帯により、菜の花を活用した景観作物の作付けなどにより耕

作放棄が防止されたが、高齢化による後継者不足が顕著であるため、今後は現状維持を

どうしていくかが最大の課題となっている。

・第 2期対策の 4年目よりスタートした「花桃の里づくり」を継続し、現在 50本ほ
どの花桃の植栽を第 3期対策中までに 200本へ拡大を図るとともに、平成 20年度から
取り組んだ新作物としての里芋、ワラビ栽培をさらにすすめていく。

平成21年度までの主な成果］

○ 耕作放棄地発生防止と法面の崩落防止のため、役員で定期的な点検を行う。
○ 旧千国街道沿いへの菜の花の作付けの後作として新規作物の試作。
○ 用水路、農道の土砂上げ、草刈の実施。
○ 水稲栽培の不向き地へ集落協定で菜の花の作付け（40～ 50a）をし、耕作放棄地の発生防止。
○ 花桃を植え、花桃の里作りをスタートさせる（平成 20年度から実施）。
○ 新作物として里芋、ワラビの試験栽培。
○ 耕作放棄されそうな農用地を集落内外の担い手農家による農作業の委託




